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ただし、分納入会金を支払う期間中に、①他の都道府県に移転する場合には、分納納付の期限の利益を失い、直ちに移転前に所属する
地方本部に分納残額を納付します　②退会する場合にも、分納納付の期限の利益を失い、直ちに分納残額を所属する地方本部に納付し
ます。

入会金 分割納付専用

入　会　申　込　書

公益社団法人　全国宅地建物取引業保証協会会長　殿

　注意・確認事項

本会の規定に基づく入会審査を行います。入会の諾否にかかわらず、審査の内容や判定
の理由についてはお答えできませんので、予めご了承ください。
ご提供いただいた個人情報については、別添の「本会会員の個人情報の取扱いについ
て」に従い、取扱います。

上記の注意・確認事項について承諾の上、宅建業法並びに貴会の定款その他諸規定を遵守することを誓い、
入会を申し込みます。

主たる事務所　入会金分割納付　初年度分１０万円　（入会金 ２０万円のうち）

分納入会金の残額納付について

私は、入会金分割納付規程に基づき入会金（２０万円）の残額（１０万円）を入会の翌年度及び翌々年度の６月末日までに５万円の均
等額割で会費とともに納付します。

分納入会金を未納のまま退会した場合、未納額は弁済業務保証金分担金で相殺されます。

上記内容を承諾します。

会 員 区 分 記 入 日 年 月 日

免 許 証 番 号 免許年月日大臣 都知事 月 日

主たる事務所  令和

商 号 又 は 名 称

令和

営業保証金供託 年 月 日 供託金

年

万円有

フ リ ガ ナ

主 た る事 務所
所 在 地

〒

電 話 番 号 ＦＡＸ番号

フ リ ガ ナ

代 表 者 氏 名

住 所
〒

生年月日・性別 昭和

日業協会ブロック受付日 令和 年 月

業協会ブ ロック名
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または 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 中央本部 
住所 東京都千代田区岩本町2-6-3 全宅連会館2F
TEL 03－5821－8121

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 東京本部
住所 東京都千代田区有楽町1-9-1 日比谷サンケイビル9F
TEL 03－3264－5831

３． 個人情報に関するお問い合わせ、開示、訂正、利用停止等について

(お問い合わせ窓口)

本会が保有する個人データの開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去または提供の

停止をご希望の方は、必要となる手続について下記のお問い合わせ窓口までお申出く

ださい。

４． 改定について

個人情報の取扱いについては、利用目的の変更や関連する法令等の改正に応じて、改

定することがあります。

(4)研修関係情報……本会が実施する各種研修の事務の管理に利用するため

(5)求償関係者情報……本会に債務を負担する者の情報を債権回収に必要な範囲内で利

　 用するとともに関係機関・関係団体・ホームページ・各種会議資料及び本会発行の

　 機関誌の閲覧者に提供するため

個人情報の保有

本会は、入会申込書、宅地建物取引業者名簿、登記事項証明書等によりご提供いただいた

個人情報及び本会の業務上で取得した個人情報を保有します。

本会は取得した個人情報の取扱いについて、下記目的の範囲内で利用いたします。 

(1)会員登録情報……宅地建物取引業法・本会内規等に定めのある事務手続き（入退

　 会、会費徴収、分担金の供託・差押等）やその他の本会会務活動全般（事務連絡・

　 情報誌の送付等）について利用するため

本会会員の個人情報の取扱いについて

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会

１．

２． 個人情報の利用目的

(2)苦情相談・苦情解決申出・認証申出に関する情報……本会が実施する相談業務・苦

　 情解決業務・弁済業務の申出における個人情報について、業務に必要な範囲内で利

　 用するため

(3)手付金等保管・手付金保証業務に関する情報……同業務に必要な範囲内で利用する

　 ため




